
参考資料（第９号議案：経営戦略室） 

ふじみ野市職員定数条例新旧対照表 

改正案 現行 

(職員の定数) (職員の定数) 

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

(1)  (略) (1)  (略) 

(2) 議会の事務部局の職員 7人 (2) 議会の事務部局の職員 6人 

(3)～(8) (略) (3)～(8) (略) 

 


